
 千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年３月９日 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市条例第１５号 

千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例 

（千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（平成２７年千葉市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３０条第２項第１号中「第３２条第１３号」を「第３２条第１４

号」に改め、同項第２号エ中「第３２条第１４号」を「第３２条第

１５号」に改め、同号オ中「第３２条第１５号」を「第３２条第１６

号」に改める。 

  第３２条中第２６号を第２７号とし、第１８号から第２５号までを

１号ずつ繰り下げ、同条第１７号中「第１２号」を「第１３号」に、

「第１３号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１８号とし、同条

中第１３号から第１６号までを１号ずつ繰り下げ、同条第１２号中

「（千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７号。以下

「千葉市指定介護予防サービス等条例」という。）第４０条第２号に

規定する介護予防訪問介護計画をいう。）等」を「等の」に改め、同

号を同条第１３号とし、同条第１１号の次に次の１号を加える。 

（12）担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防



サービス事業者等に対して、介護予防訪問介護計画（千葉市指定

介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７号。以下

「千葉市指定介護予防サービス等条例」という。）第４０条第２

号に規定する介護予防訪問介護計画をいう。次号において同

じ。）等の千葉市指定介護予防サービス等条例において位置付け

られている計画の提出を求めること。 

  第３２条に次の１号を加える。 

（28）指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定

に基づき、同条第１項に規定する会議から同条第２項の検討を行

うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求

めがあった場合には、これに協力するよう努めること。 

 （千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市

条例第６０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「第８条の２第１４項」を「第８条の２第１２項」

に改める。 

  第５条第４項中「第７項及び第７条第４項において」及び「この条

及び第７条第４項において」を「以下」に改める。 

  第７条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同

項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者が第１項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービス

を提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービ

スの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 



  第８条第１項中「第４４条第６項第２号」及び「第４４条第６項第

３号」を「第４４条第６項」に改める。 

  第９条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において

は共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条の２第１５項に規定

する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改め、「指定地域

密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、同条第

２項中「第４４条第６項第４号」を「第４４条第６項」に改める。 

  第２８条第４項中「第８１条第４項において」を「以下」に改める。 

  第３７条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第７条第４項の単

独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの

提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じ

た必要な措置を講じなければならない。 

  第４４条第６項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に

次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の

左欄に掲げる」に、「ほか、当該各号」を「ほか、同表の中欄」に、

「、当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号」を

「、同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者

は、同表の中欄」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。 

指定介護予防小

規模多機能型居

宅介護事業所に

中欄に掲げる施

設等のいずれか

が併設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定地域密着型特定施設、

指定地域密着型介護老人福祉施設

又は指定介護療養型医療施設（療

養病床（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号

に規定する療養病床をいう。）を 

有 す る 診 療 所 で あ る も の に 限

る。） 

介護職員 

指定介護予防小

規模多機能型居 

この表指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に中欄に掲げる 

看護師又は

准看護師 



宅介護事業所の

同一敷地内に中

欄に掲げる施設

等のいずれかが

ある場合 

施設等のいずれかが併設されてい

る場合の項の中欄に掲げる施設

等、指定居宅サービスの事業を行

う事業所、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所（指定地

域密着型サービス基準条例第６条

第１項に規定する指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所を

いう。以下同じ。）、指定認知症

対応型通所介護事業所、指定介護

老人福祉施設又は介護老人保健施

設 

 

  第４４条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第８項中

「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

に改め、同条第１０項中「第８条の２第１８項」を「第８条の２第

１６項」に改め、同項ただし書中「第６項各号」を「第６項の表指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいず

れかが併設されている場合の項の中欄」に改める。 

  第４５条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等の

いずれかが併設されている場合の項の中欄」に改め、「（指定地域密

着型サービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所をいう。）」を削り、同条第３項中「指定複

合型サービス事業所」の次に「（指定地域密着型サービス基準条例第

１９２条第２項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条に

おいて同じ。）」を加える。 

  第４７条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１

号中「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を

「登録定員が２５人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事



業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテ

ライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同号

に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

  第６３条中「第４４条第６項各号」を「第４４条第６項の表の中

欄」に改める。 

  第６５条中「第３８条まで」を「第３６条まで、第３７条（第４項

を除く。）及び第３８条」に改める。 

  第６６条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を

受けて」を「行い」に改める。 

  第７０条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改

める。 

  第７１条第１項中「この条において」を「この章において」に改め、

同条第４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第７項ただし書中「指定小規

模多機能型居宅介護事業所」の次に「又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」を加える。 

  第７２条第１項ただし書中「指定小規模多機能型居宅介護事業所」

の次に「若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加える。 

  第７４条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用

地の確保が困難である場合その他地域の実情により指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場

合は、一の事業所における共同生活住居の数を３とすることができ

る。 

第７９条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介

護予防サービス」に改める。 



第８６条中「から第３８条まで」を「、第３７条（第４項を除

く。）、第３８条」に改める。 

 （千葉市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６１号）の一部を次

のように改正する。 

  第３条第６項及び第７項中「若しくは作業療法士」を「、作業療法

士若しくは言語聴覚士」に改める。 

  第５３条中「第３９条第２項」を「第３９条第３項」に改める。 

 （千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正） 

第４条 千葉市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２４年千葉市条例第６３号）の一部を次のように改正す

る。 

  第４５条第１４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条に次の１項を加える。 

15 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員、事務員その他の職

員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別

養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調

理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密

着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施

設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。 

 （千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第５条 千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号）の一部を

次のように改正する。 

  目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改

める。 

  第６条第５項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」



の次に「の同一敷地内」を加え、「併設されている」を「ある」に改

め、同項第６号中「第８２条第６項第２号」を「第８２条第６項」に

改め、同項第７号中「第８２条第６項第３号」を「第８２条第６項」

に改め、同項第８号中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第９項中「及び第２６

条」を「並びに第２６条第５項及び第１１項」に改め、同条第１２項

中「指定居宅サービス等基準条例第６４条第１項第１号アに規定する

基準」を「同条第４項に規定する基準」に改める。 

第１３条第２項中「指定居宅介護支援」の次に「（法第４６条第１

項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）」を加える。 

 第２３条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を

受けて」を「行い」に改める。 

第３２条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」

を「、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、

「定期巡回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サービス」を

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改める。 

 第６０条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指

し」を加える。 

  第６３条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 ４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業者が第１項に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に

限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前

に市長に届け出るものとする。 

  第６５条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において

は共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条の２第１５項に規定

する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に改め、「指定地域

密着型介護老人福祉施設」の次に「においては施設」を加え、同条第

２項中「指定居宅サービスをいう」の次に「。以下同じ」を加え、



「（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。）」を削

り、「指定介護予防サービスをいう」及び「指定地域密着型介護予防

サービスをいう」の次に「。以下同じ」を、「介護保険施設」の次に

「（法第８条第２４項に規定する介護保険施設をいう。以下同

じ。）」を加える。 

  第７８条の次に次の１条を加える。 

（事故発生時の対応） 

第７８条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する

指定認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速

やかに市、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援

事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故

に際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第６３条第４項の単独型・

併設型指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故

が発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を

講じなければならない。 

  第７９条第２項第５号中「次条において準用する第４０条第２項」

を「前条第２項」に改める。 

  第８０条中「、第４０条」を削る。 

  第８２条第６項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号

のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲

げる」に、「ほか、当該各号」を「ほか、同表の中欄」に、「、当該

小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号」を「同表の右欄に掲げ

る当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄」に改め、同項

各号を削り、同項に次の表を加える。 



指定小規模多機

能型居宅介護事

業所に中欄に掲

げる施設等のい

ずれかが併設さ

れている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事

業所、指定地域密着型特定施設、

指定地域密着型介護老人福祉施設

又は指定介護療養型医療施設（療

養病床（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４号

に規定する療養病床をいう。以下

同じ。）を有する診療所であるも

のに限る。） 

介護職員 

指定小規模多機

能型居宅介護事

業所の同一敷地

内に中欄に掲げ

る施設等のいず

れかがある場合 

この表指定小規模多機能型居宅介

護事業所に中欄に掲げる施設等の

いずれかが併設されている場合の

項の中欄に掲げる施設等、指定居

宅サービスの事業を行う事業所、

指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所、指定認知症対応型

通所介護事業所、指定介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設 

看護師又は

准看護師 

  第８２条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第８項中

「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」

に改め、同条第１０項ただし書中「第６項各号」を「第６項の表指定

小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併

設されている場合の項の中欄」に改める。 

  第８３条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表

指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれか

が併設されている場合の項の中欄」に改め、同条第３項中「指定複合

型サービス事業所」の次に「（第１９２条第２項に規定する指定複合

型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加える。 

  第８５条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１



号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「登録定

員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所」に改め、同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

  第９１条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を

受けて」を「行い」に改める。 

  第１０６条中「第８２条第６項各号」を「第８２条第６項の表の中

欄」に改める。 

  第１１０条第１項中「第１１３条第７項」を「第１１３条」に改め、

同条第４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第７項ただし書中「指定複合

型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に

改める。 

  第１１１条第１項ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。 

  第１１３条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保

が困難である場合その他地域の実情により指定認知症対応型共同生

活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一の事業所

における共同生活住居の数を３とすることができる。 

  第１２１条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型

介護予防サービス」に改める。 

  第１３０条第９項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所」に、「指定小規模多機能型居宅介護事

業者」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービ

ス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第



１０項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に改める。 

  第１３１条ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。 

  第１３５条を次のように改める。 

 第１３５条 削除 

  第１４８条第２項第９号を削る。 

  第１５１条第３項ただし書中「第３８条」を「第４２条」に改め、

同条第４項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介

護老人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老

人福祉施設を除く。第８項第１号及び第１７項、次条第１項第６号並

びに第１８０条第１項第３号において同じ。）」を加え、同条第８項

第１号中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護

老人福祉施設」を加え、同条第１５項及び第１６項中「指定複合型サ

ービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、

同条に次の１項を加える。 

17 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サ

テライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉

施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門

員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の

入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を

基礎として算出しなければならない。この場合において、介護支援

専門員の数は、同号の規定にかかわらず、１以上（入所者の数が

１００又はその端数を増すごとに１を標準とする。）とする。 

第１５２条第１項第６号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次

に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。 

第１７７条中「指定居宅介護支援」の次に「（法第４６条第１項に

規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）」を加える。 

第１８０条第１項第３号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次

に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。 

第１８９条中「指定居宅介護支援」の次に「（法第４６条第１項に



規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。）」を加え、「同項第

４号及び第５号中「次条」とあるのは「第１８９条」と、同項第６号

中「前条第３項」とあるのは「第１８９条において準用する前条第３

項」」を「同項第４号中「前条第３項」とあるのは「第１８９条にお

いて準用する第１７５条第３項」と、同項第５号、第６号及び第７号

中「次条」とあるのは「第１８９条」」に改める。 

  「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅

介護」に改める。 

第１９０条中「以下「指定複合型サービス」という。」を「施行規

則第１７条の１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以

下この章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。」に

改める。 

  第１９１条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護」に、「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従

業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「指定複合型サ

ービス事業」及び「複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護」に改め、同条第３項及び第４項中「複合型サービス従業者」

を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第６項中「指

定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」に改め、同条第７項中「指定複合型サービス事業所」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業

者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「当該複合型サー

ビス従業者」を「当該看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、

同条第８項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多

機能型居宅介護計画」に改め、同項ただし書中「当該指定複合型サー

ビス事業所」を「当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改



め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業者が」を「指定複合型

サービス事業者（指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス

（以下「指定複合型サービス」という。）の事業を行う者をいう。以

下同じ。）が」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護」に改める。 

  第１９２条第１項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同項ただし書中

「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」に、「当該指定複合型サービス事業所」を「当該指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第２項中「指定複合型サ

ービス事業所」の次に「（指定複合型サービスの事業を行う事業所を

いう。次条において同じ。）」を加える。 

  第１９３条（見出しを含む。）中「指定複合型サービス事業者」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改める。 

  第１９４条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所」に、「２５人」を「２９人」に改め、

同条第２項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所」に、「当該指定複合型サービス事業所」を「当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同項第１号中

「１５人」の次に「（登録定員が２５人を超える指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める

利用定員）」を加え、同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

  第１９５条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所」に、「指定複合型サービス」を「指定

看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項第２号イただし書

中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介



護事業所」に改め、同条第３項中「掲げる」を「規定する」に、「当

該指定複合型サービス」を「当該指定看護小規模多機能型居宅介護」

に改め、同項ただし書中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護」に改め、同条第４項中「指定複合型サービス事業

所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。 

  第１９６条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複

合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」

に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」

に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行

い」に改める。 

  第１９７条の見出し、同条各号列記以外の部分、第１号及び第２号

中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に

改め、同条第３号中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型

居宅介護計画」に改め、同条第４号中「複合型サービス従業者」を

「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「指定複合型サービス」

を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第５号中「指定

複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業

者」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護」に改め、同条第６号中「指定複合型サービス事業者」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条第７号中「指定複合

型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第

８号中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者」に改め、同条第９号中「指定複合型サービス」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サービス計画」を「看

護小規模多機能型居宅介護計画」に改める。 

  第１９８条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第２項中「指定複合型サ

ービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、

同条第３項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機



能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多

機能型居宅介護計画」に、「次条第９項の複合型サービス報告書」を

「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改め、同条第４項中「当該

指定複合型サービス事業所」を「当該指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」に、「次条第９項の複合型サービス報告書」を「前項の規

定による看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改める。 

  第１９９条の見出し中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機

能型居宅介護計画」に、「複合型サービス報告書」を「看護小規模多

機能型居宅介護報告書」に改め、同条第１項中「指定複合型サービス

事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型

サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型

サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改め、

同条第２項及び第３項中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機

能型居宅介護計画」に改め、同条第４項中「複合型サービス従業者」

を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「複合型サービス計

画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第５項中

「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改

め、同条第６項中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居

宅介護計画」に、「当該複合型サービス計画」を「当該看護小規模多

機能型居宅介護計画」に改め、同条第７項中「複合型サービス計画」

を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第８項中「複合

型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同

条第９項中「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介

護報告書」に改め、同条第１０項中「規定は、複合型サービス報告

書」を「規定（看護小規模多機能型居宅介護報告書に係る部分に限

る。）は、前項の規定による看護小規模多機能型居宅介護報告書」に

改める。 

  第２００条第１項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「複合型サービス従業

者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改める。 



  第２０１条第１項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条第２項中「指定複合型サ

ービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、

「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改

め、同項第２号中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居

宅介護計画」に改め、同項第５号中「複合型サービス報告書」を「看

護小規模多機能型居宅介護報告書」に改める。 

  第２０２条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居

宅介護従業者」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅

介護」に、「第８２条第６項各号」を「第８２条第６項の表の中欄」

に改める。 

（千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第６条 千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６６号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第２項中「、第５項及び」の次に「第６項並びに」を加え、

同条第５項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を第６項とし、第

４項の次に次の１項を加える。 

 ５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以

上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者

を１人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提

供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該

指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用

者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上とすることができ

る。 

  第１３条中「平成２７年千葉市条例第１７号」の次に「。以下「千

葉市指定居宅介護支援等条例」という。」を加える。 

  第６３条中「維持回復」の次に「及び生活機能の維持又は向上」を

加える。 



  第６４条第５項中「第１９１条第１項」を「第１９１条第１０項」

に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」

に改める。 

  第７９条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指

し」を加える。 

  第８４条に次の１号を加える。 

（５）指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会

議（次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第

１４０条第１項に規定する通所リハビリテーション計画の作成の

ために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービ

ス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２３

項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の担当者その他の関

係者（以下「構成員」という。）により構成される会議をいう。

以下同じ。）の開催により、リハビリテーションに関する専門的

な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう

努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 

  第８５条に次の１項を加える。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーショ

ン事業者（第１３６条第１項に規定する指定通所リハビリテーショ

ン事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーショ

ン会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びそ

の置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリ

テーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏ま

えたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた訪問リハ

ビリテーション計画を作成した場合については、第１４０条第１項

から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすことをもって、

前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。 

  第９８条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指

し」を加える。 

  第９９条第１項第３号中「第８項及び第１０１条第４項」を「第８



項並びに第１０１条第４項及び第５項」に改める。 

  第１０１条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に規定する設

備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供す

る場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供

の開始前に市長に届け出るものとする。 

  第１１０条の次に次の１条を加える。 

  （事故発生時の対応） 

第１１０条の２ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介

護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用

者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録しなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけ

ればならない。 

４ 指定通所介護事業者は、第１０１条第４項の指定通所介護以外の

サービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２項の

規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

第１１１条第２項第５号中「次条において準用する第３９条第２

項」を「前条第２項」に改める。 

  第１１２条中「第４０条まで」を「第３８条まで、第４０条」に改

める。 

  第１１４条第１項中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向

上を目指し」を加える。 

  第１１８条に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定療養通所介護事業者が第１項に規定す

る設備を利用し、夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービス

を提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービ



スの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

  第１２９条第２項第６号中「第３９条第２項」を「第１１０条の２

第２項」に改める。 

  第１３０条中「第４０条まで」を「第３８条まで、第４０条」に、

「第１１０条」を「第１１０条の２」に、「読み替える」を「、第

１１０条の２第４項中「第１０１条第４項」とあるのは「第１１８条

第４項」と読み替える」に改める。 

  第１３１条第１項第３号中「第１３３条第４項」を「第１３３条第

５項」に改める。 

  第１３３条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（基準該当通所介護事業者が第１項に規定す

る設備を利用し、夜間及び深夜に基準該当通所介護以外のサービス

を提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービ

スの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

  第１３４条中「から第４０条まで」を「、第４０条」に改め、

「「前項」と」の次に「、第１１０条の２第４項中「第１０１条第４

項」とあるのは「第１３３条第４項」と」を加える。 

  第１３５条中「できるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目

指し」を加える。 

  第１３９条に次の１号を加える。 

 （４）指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会

議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から

利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用

者に対し、適切なサービスを提供する。 

  第１４０条に次の１項を加える。 

６ 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーショ

ン事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議（医

師が参加した場合に限る。）の開催等を通じて、利用者の病状、心

身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と

共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目



標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整

合性のとれた通所リハビリテーション計画を作成した場合について

は、第８５条第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を

満たすことをもって、第１項から第４項までに規定する基準を満た

しているものとみなす。 

  第１６４条に次の１項を加える。 

 ２ 利用者の状況又は当該利用者の家族等の事情により、指定居宅介

護支援事業所（千葉市指定居宅介護支援等条例第４条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業所をいう。）の介護支援専門員が、緊急

に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居

宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介

護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支

障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲

げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行

うことができるものとする。 

  第１８１条中「若しくは」を「、」に改め、「をいう。）」の次に

「若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所（千葉市指定地域密着

型サービス条例第８２条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介

護事業所をいう。）」を加える。 

  第１８７条中「「看護職員」と」の次に「、第１６４条第２項中

「静養室」とあるのは「静養室等」と」を加える。 

  第２１６条第３項を削る。 

  第２１７条第２項第２号ア中「利用者及び」を「利用者の数及び」

に、「のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定

の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下この項に

おいて「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定する要支援

状態区分に該当する者の数」を「の数に１０分の３を乗じて得た数の

合計数」に改め、「並びに介護予防サービスの利用者のうち認定省令

第２条第１項第１号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が

１０又はその端数を増すごとに１」を削る。 

  第２２２条を次のように改める。 



 第２２２条 削除 

  第２３５条第２項第８号を削る。 

  第２４６条第２項第１０号を削る。 

  第２４７条中「第２２１条」の次に「、第２２３条」を加える。 

  第２５７条の見出し中「確保」の次に「等」を加え、同条に次の１

項を加える。 

 ３ 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定福祉用具貸

与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向

上に努めなければならない。 

（千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部改正） 

第７条 千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６７号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「法」を「地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律

第８３号）附則第１１条又は第１４条第２項の規定によりなおその効

力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に

掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下「旧法」

という。）」に改め、同条第２号から第４号までの規定中「法」を

「旧法」に改める。 

  第５条第１項中「法第８条の２第２項」を「旧法第８条の２第２

項」に改め、同条第２項中「第５項及び」の次に「第６項並びに」を

加え、同条第５項中「第４項」を「第５項」に改め、同項を第６項と

し、第４項の次に次の１項を加える。 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以

上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者

を１人以上配置している指定介護予防訪問介護事業所において、サ

ービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあって



は、当該指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任

者の員数は、利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人以上

とすることができる。 

  第３９条第１項及び第４２条第１項中「法」を「旧法」に改める。 

  第７６条第１５号中「第８６条第９号」を「第８６条第１０号」に

改める。 

  第８６条第１号中「又は」を「若しくは」に、「やサービス担当者

会議」を「又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会議

（介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテ

ーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本とし

つつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、指定介護予防支

援等基準条例第４条に規定する担当職員、介護予防サービス計画の原

案に位置付けた指定介護予防サービス等（法第８条の２第１６項に規

定する指定介護予防サービス等をいう。）の担当者その他の関係者

（以下「構成員」という。）により構成される会議をいう。以下同

じ。）」に改め、同条第１３号中「第１１号」を「第１２号」に改め、

同号を同条第１４号とし、同条中第６号から第１２号までを１号ずつ

繰り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通

所リハビリテーション事業者（第１１７条第１項に規定する指定

介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定を併せ

て受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用

者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する

情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーション及び介

護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリ

ハビリテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問

リハビリテーション計画を作成した場合については、第１２５条

第２号から第５号までに規定する介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を満たすことをもって、第２号から前号まで

に規定する基準を満たしているものとみなす。 

 第９７条第１項第３号中「第９９条第４項」を「第９９条第５項」 



に改める。 

  第９９条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（指定介護予防通所介護事業者が第１項に規

定する設備を利用し、夜間及び深夜に指定介護予防通所介護以外の

サービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当

該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

  第１０５条の次に次の１条を加える。 

 （事故発生時の対応） 

第１０５条の２ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指

定介護予防通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに

市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際

して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防通

所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行わなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、第９９条第４項の指定介護予防

通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１

項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

第１０６条第２項第５号中「次条において準用する第３６条第２

項」を「前条第２項」に改める。 

 第１０７条中「第３７条まで」を「第３５条まで、第３７条」に改

める。 

 第１１２条第１項第３号中「第１１４条第４項」を「第１１４条第

５項」に改める。 

  第１１４条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（基準該当介護予防通所介護事業者が第１項

に規定する設備を利用し、夜間及び深夜に基準該当介護予防通所介



護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの

内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。 

  第１１５条中「第２３条」の次に「、第２４条」を加え、「から第

３７条まで」を「、第３７条」に、「読み替える」を「第１０５条の

２第４項中「第９９条第４項」とあるのは「第１１４条第４項」と読

み替える」に改める。 

  第１２５条第１号中「又は」を「若しくは」に、「やサービス担当

者会議」を「又はサービス担当者会議若しくはリハビリテーション会

議」に改め、同条第１２号中「第１０号」を「第１１号」に改め、同

号を同条第１３号とし、同条中第６号から第１１号までを１号ずつ繰

り下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

 （６）指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定介護予防訪

問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビ

リテーション会議（医師が参加した場合に限る。）の開催等を通

じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環

境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を

踏まえたリハビリテーション提供内容について整合性のとれた介

護予防通所リハビリテーション計画を作成した場合については、

第８６条第２号から第５号までに規定する介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、第２号から

前号までに規定する基準を満たしているものとみなす。 

  第１３９条に次の１項を加える。 

２ 利用者の状況又は当該利用者の家族等の事情により、指定介護予

防支援等基準条例第４条に規定する担当職員が、緊急に指定介護予

防短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予

防サービス計画において位置付けられていない指定介護予防短期入

所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の

処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前項

各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定介護予防短期

入所生活介護を行うことができるものとする。 



第１６５条中「第２３２条第３項」を「この条及び第２３２条第３

項」に改め、「をいう。）」の次に「若しくは指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所（千葉市指定地域密着型介護予防サービス条例

第４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所をいう。）」を加える。 

第１７１条中「「前項」と」の次に「、第１３９条第２項中「静養

室」とあるのは「静養室等」と」を加える。 

  第１７４条第１項第４号ア中「６．４平方メートル」を「６．４平

方メートル以上」に改める。 

第２０２条第１項中「第８条の２第１１項」を「第８条の２第９

項」に改め、同条第３項を削る。 

  第２０３条第１項第２号ア中「のうち要介護認定等に係る介護認定

審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省

令第５８号。以下「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定

する要支援状態区分に該当する者の数が３又はその端数を増すごとに

１及び利用者のうち同項第１号に規定する要支援状態区分に該当する

者」を削り、同条第２項第２号ア中「、利用者のうち認定省令第２条

第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者及び居宅サービ

ス」を「、居宅サービス」に改め、「利用者の数」の次に「及び利用

者の数に１０分の３を乗じて得た数の合計数」を加え、「並びに利用

者のうち同項第１号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が

１０又はその端数を増すごとに１以上」を削る。 

  第２０８条を次のように改める。 

 第２０８条 削除 

  第２１６条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号か

ら第８号までを１号ずつ繰り上げる。 

  第２２５条中「指定介護予防サービス事業者」を「事業者」に改め

る。 

  第２３２条第２項中「受託介護予防サービス事業者は」の次に「、

指定居宅サービス事業者（法第４１条第１項に規定する指定居宅サー

ビス事業者をいう。）」を加え、同条第３項中「種類は」の次に「、



指定訪問介護（千葉市指定居宅サービス等条例第４条に規定する指定

訪問介護をいう。以下同じ。）、指定通所介護（千葉市指定居宅サー

ビス等条例第９８条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）」

を加え、同条第４項中「指定介護予防訪問介護、指定介護予防訪問看

護及び指定介護予防通所介護」を「次に掲げる事業」に改め、同項に

次の各号を加える。 

（１）指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護 

（２）指定通所介護又は指定介護予防通所介護 

（３）指定介護予防訪問看護 

  第２３３条第２項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を

第８号とし、第１０号を第９号とする。 

  第２３４条中「第２０７条」の次に「、第２０９条」を加える。 

  第２３７条中「第８条の２第１２項」を「第８条の２第１０項」に

改める。 

  第２４３条の見出し中「確保」の次に「等」を加え、同条に次の１

項を加える。 

３ 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定介護予防福

祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維

持及び向上に努めなければならない。 

  第２５１条の見出し中「介護予防福祉用具計画」を「介護予防福祉

用具貸与計画」に改める。 

  第２５４条中「第８条の２第１３項」を「第８条の２第１１項」に

改める。 

 （千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

第８条 千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

を定める条例（平成２７年千葉市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

  第６条第４項中「出力することによる」を「出力することにより」

に改める。 

  第１５条中第２５号を第２６号とし、第１６号から第２４号までを



１号ずつ繰り下げ、同条第１５号中「第１１号」を「第１２号」に、

「第１２号」を「第１３号」に改め、同号を同条第１６号とし、同条

中第１４号を第１５号とし、第１３号を第１４号とし、第１２号を第

１３号とし、第１１号の次に次の１号を加える。 

（12）介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サ

ービス事業者等に対して、訪問介護計画（千葉市指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２４年千葉市条例第６６号。以下「千葉市指定居宅サービス等

条例」という。）第２４条第１項に規定する訪問介護計画をい

う。）等千葉市指定居宅サービス等条例において位置付けられて

いる計画の提出を求めること。 

  第１５条に次の１号を加える。 

 （27）指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定

に基づき、同条第１項に規定する会議から同条第２項の検討を行

うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求

めがあった場合には、これに協力するよう努めること。 

  第３１条第２項第１号中「第１５条第１２号」を「第１５条第１３

号」に改め、同項第２号エ中「第１５条第１３号」を「第１５条第

１４号」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に第２条の規定による改正前の千葉市指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例第７条第３項ただし書の規定により、

同条第１項に規定する設備を利用して、夜間及び深夜に単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供している

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者については、

第２条の規定による改正後の千葉市指定地域密着型介護予防サービス



の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例第７条第４項の規定にかかわらず、当該サービスの内容を平成２７

年６月３０日までに市長に届け出るものとする。 

第３条 この条例の施行の際現に第５条の規定による改正前の千葉市指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例第６３条第３項ただし書の規定により、同条第１項に規定す

る設備を利用して、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護以外のサービスを提供している単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業者については、第５条の規定による改正後の千葉市

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例第６３条第４項の規定にかかわらず、当該サービスの内容

を平成２７年６月３０日までに市長に届け出るものとする。 

第４条 この条例の施行の際現に第６条の規定による改正前の千葉市指

定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（次条及び附則第６条において「旧指定居宅サービス等条例」と

いう。）第１０１条第３項ただし書の規定により、同条第１項に規定

する設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを

提供している指定通所介護事業者については、第６条の規定による改

正後の千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（次条及び附則第６条において「新指定居宅サー

ビス等条例」という。）第１０１条第４項の規定にかかわらず、当該

サービスの内容を平成２７年６月３０日までに市長に届け出るものと

する。 

第５条 この条例の施行の際現に旧指定居宅サービス等条例第１１８条

第３項ただし書の規定により、同条第１項に規定する設備を利用して、

夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを提供している指定

療養通所介護事業者については、新指定居宅サービス等条例第１１８

条第４項の規定にかかわらず、当該サービスの内容を平成２７年６月

３０日までに市長に届け出るものとする。 

第６条 この条例の施行の際現に旧指定居宅サービス等条例第１３３条



第３項ただし書の規定により、同条第１項に規定する設備を利用して、

夜間及び深夜に基準該当通所介護以外のサービスを提供している基準

該当通所介護事業者については、新指定居宅サービス等条例第１３３

条第４項の規定にかかわらず、当該サービスの内容を平成２７年６月

３０日までに市長に届け出るものとする。 

第７条 この条例の施行の際現に第７条の規定による改正前の千葉市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例（次条において「旧指定介護予防サービス等条例」と

いう。）第９９条第３項ただし書の規定により、同条第１項に規定す

る設備を利用して、夜間及び深夜に指定介護予防通所介護以外のサー

ビスを提供している指定介護予防通所介護事業者については、第７条

の規定による改正後の千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（次条において「新指

定介護予防サービス等条例」という。）第９９条第４項の規定にかか

わらず、当該サービスの内容を平成２７年６月３０日までに市長に届

け出るものとする。 

第８条 この条例の施行の際現に旧指定介護予防サービス等条例第

１１４条第３項ただし書の規定により、同条第１項に規定する設備を

利用して、夜間及び深夜に基準該当介護予防通所介護以外のサービス

を提供している基準該当介護予防通所介護事業者については、新指定

介護予防サービス等条例第１１４条第４項の規定にかかわらず、当該

サービスの内容を平成２７年６月３０日までに市長に届け出るものと

する。 

 （千葉市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等

の一部を改正する条例の一部改正） 

第９条 千葉市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。 

  附則第６条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に改める。 


